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フランス担保法の現在（二）　
 

資　
　
　

料フ
ラ
ン
ス
担
保
法
の
現
在
（
二
）　

─
─
倒
産
手
続
に
お
け
る
処
遇
の
観
点
を
ふ
ま
え
て
─
─

齋
　
　
藤
　
　
由
　
　
起

　

以
下
で
は
、
本
誌
前
号
に
引
き
続
い
て
、
二
〇
一
九
年
三
月
九
～
一
〇
日
に
大
阪
大
学
法
経
研
究
棟
大
会
議
室
に
お
い
て
開
催
さ
れ

た
日
仏
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
フ
ラ
ン
ス
担
保
法
の
現
在
─
─
倒
産
手
続
に
お
け
る
処
遇
の
観
点
を
ふ
ま
え
て
─
─
」
の
フ
ラ
ン
ス
側
の
個

別
報
告
の
う
ち
、
セ
ヴ
リ
ー
ヌ 

カ
ブ
リ
ヤ
ッ
ク
（
白
石
大
／
訳
）「
債
権
上
の
担
保
と
倒
産
法
」、
ジ
ュ
リ
ア
ン 

テ
ロ
ン
（
村
田
健
介

／
訳
）「
所
有
（
権
）
留
保
の
再
解
釈
に
向
け
て
」、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
ー
ズ 

ペ
ロ
シ
ョ
ン
（
山
代
忠
邦
／
訳
）「
担
保
の
た
め
に
移
転
さ
れ

た
所
有
」
を
掲
載
す
る
。

　

第
三
セ
ッ
シ
ョ
ン
「
約
定
物
的
担
保
と
倒
産
手
続
」
に
お
い
て
報
告
さ
れ
た
カ
ブ
リ
ヤ
ッ
ク
教
授
の
主
報
告
に
対
す
る
対
照
報
告
に

お
い
て
、
山
野
目
章
夫
教
授
（
早
稲
田
大
学
）
は
、
日
本
の
債
権
譲
渡
の
公
示
制
度
に
も
、
一
般
法
（
民
法
）
と
特
別
法
（
動
産
債
権

譲
渡
特
例
法
）
の
二
種
類
の
も
の
が
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
、
い
わ
ゆ
る
サ
イ
レ
ン
ト
方
式
に
よ
る
対
抗
要
件
の
具
備
を
認
め
る
動
産
債

権
譲
渡
特
例
法
の
適
用
範
囲
は
、
債
権
の
譲
受
人
が
金
融
機
関
に
限
定
さ
れ
る
ダ
イ
イ
法
と
は
異
な
り
、
譲
渡
人
が
法
人
で
あ
る
こ
と

以
外
の
制
限
が
な
く
、
ま
た
、
債
権
質
権
の
設
定
と
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
債
権
譲
渡
が
公
示
可
能
で
あ
る
こ
と
を
な
ど
を
指
摘
し
た
。
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ま
た
、
第
四
セ
ッ
シ
ョ
ン
「
担
保
目
的
の
所
有
」
に
お
け
る
テ
ロ
ン
教
授
お
よ
び
ペ
ロ
シ
ョ
ン
教
授
の
主
報
告
に
対
す
る
対
照
報
告

に
お
い
て
、
荻
野
奈
緒
教
授
（
同
志
社
大
学
）
は
、
日
本
の
倒
産
手
続
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
と
は
異
な
り
、
非
典
型
担
保
（
所
有
型
担

保
）
は
典
型
担
保
（
従
来
型
担
保
）
と
同
じ
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
従
来
型

担
保
が
「
冷
遇
さ
れ
て
い
る
」
な
か
で
、
所
有
型
担
保
が
優
遇
さ
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
、
ま
た
所
有
型
担
保
の
な
か
で
も
担
保
目
的

信
託
よ
り
も
所
有
権
留
保
の
方
が
よ
り
有
利
な
扱
い
を
受
け
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
っ
た
疑
問
点
を
指
摘
し
た
。

　

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
に
あ
た
っ
て
は
、
公
益
財
団
法
人
社
会
科
学
国
際
交
流
江
草
基
金
お
よ
び
公
益
財
団
法
人
民
事
紛
争
処
理

基
金
の
助
成
を
受
け
た
。
支
援
に
対
し
て
重
ね
て
謝
意
を
表
し
た
い
。

［
前
回
分
追
記
］　

本
連
載
の
前
回
（
本
誌
六
九
巻
一
号
一
四
九
～
一
五
〇
頁
）
に
お
い
て
紹
介
し
た
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
企
業
の
成

長
及
び
変
革
に
関
す
る
法
律
案
（PA

CT
E

法
案
）
は
、
二
〇
一
九
年
四
月
一
一
日
に
国
民
議
会
に
お
い
て
最
終
的
に
可
決
さ
れ
て
内

容
が
確
定
し
た
後
、
パ
リ
空
港
の
民
営
化
等
の
憲
法
適
合
性
を
審
査
す
る
た
め
に
憲
法
院
に
付
託
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
前
号
の
最
終

校
正
後
で
あ
る
同
年
五
月
一
六
日
に
、
一
部
違
憲
決
定
が
出
さ
れ
（C. Const. n

° 2019-781 D
C du 16 m

ai 2019

）、
そ
の
後
、
企

業
の
成
長
及
び
変
革
に
関
す
る
二
〇
一
九
年
五
月
二
二
日
の
法
律
第
四
八
六
号
と
し
て
成
立
し
た
（JO

RF n

° 0119 du 23 m
ai 

2019

）。
担
保
法
改
正
の
た
め
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
へ
の
授
権
に
関
す
る
同
法
案
一
六
条
は
、
同
法
律
六
〇
条
に
条
文
番
号
が
改
め
ら
れ

た
。
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